
令和８年度 中川小学校の生活 

                内   容   項   目 

登 

 

校 

○ 通学路を通り、午前7:40～7:50に学校に着くように集団登校する。 

○ 原則7:40より前に登校しない。 

○ 登下校は、北門か南門を使用する。東門や西出入口は使用しない。 

○ 車での登校は、原則として行わない。 

〇 転倒した時に危険なので、ポケットに手を入れて歩かない。 

○ 遅刻で登校した場合は、必ず職員室に寄って登校したことを報告する。 

 

 

服 

 

 

装 

 

 

○ 登下校は、季節にあった服装を心掛ける。 

○ 校内での生活は私服とする。 

○ 体育の授業、全校運動で着替えが必要なとき、体格測定では、体操服に着替える。 

・体操服には記名する。 

・下は運動に適したものを着用する。 

・体操服は、袋に入れて持参する。 

○ 手袋（５本指タイプ）、ネックウォーマー、マフラーは、登下校時には着用しても

よい。ただし、教室の中では着用しない。 

 

給 
 

食 

○ 配膳時は、マスクを着用する。 

○ 白衣を着用する際、フードのある服は衛生のため、フードを白衣の外に出さない。 

校

内

生

活  

○ 学校生活に必要のない物は持ってこない。 

○ 携帯電話は、原則として持ってこない。持ってきた場合は、職員室に預ける。 

○ 運動場でのサッカーは、東側半面を使用する。 

〇 職員室には、ヘルメット、ランドセルを置いて「失礼します」「失礼しました」と

言って出入りする。 

〇 授業中に鉛筆は削らない。 

〇  学校の中では、カイロは見えるところには出さない。 

○  クロームブックは約束を守って使用する。 

下

校 

○ 下校は一人ではなく、帰る方向が同じ子と複数人で帰る。 

校

外

生

活 

○ 自転車に乗るときは、必ずヘルメットをかぶり、正しい乗り方をする。 

○ 出掛けるときは、「誰と・どこへ・何をしに行くか・何時に帰るか」を、保護者に

必ず伝える。 

〇 道路では、遊ばない。 

○ 交 通 ル ー ル や マ ナ ー を 守 っ て 行 動 す る 。  

そ
の
他 

○ 災害時には、通学用ヘルメットを使用する。 

〇  学校の敷地内では、自転車やキックボード等に乗らない。 
 

※ このきまりについては、適宜見直し、必要に応じて変更していきます。 


